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砺波市農業委員会３月総会議事録 

 

 

開催日時　　令和５年３月７日（火）午後２時 

 

開催場所　　砺波市役所　３階　大ホール 

 

出席した委員　２８名 

１番　　老　健 

２番　　鴨井　克之 

３番　　境　真由美 

４番　　舘　和香子 

５番　　川邉　洋 

６番　　源通　一郎 

７番　　松原　光雄 

８番　　飯田　輝一 

９番　　堀田　敬三 

１０番　　齋藤　徹 

１１番　　吉田　一馬 

１２番　　片山　雅喜 

１３番　　黒田　英嗣 

１４番　　川邉　孝之 

１５番　　土田　英雄 

１６番　　江成　周彦 

１７番　　樋掛　雅彦 

１８番　　亀永　理恵 

１９番　　平木　哲 

２０番　　山本　渉 

２１番　　山本　憲政 

２３番　　原野　敬司 

２４番　　前野　久 

２５番　　石田　智久 

２６番　　飛田　明雄 

２７番　　野原　外茂雄 

２８番　　吉田　孝夫 

２９番　　西原　登　 

 

　欠席した委員　１名 

２２番　　宮﨑　雄介 

  

傍聴人 

なし 

 

出席した事務局職員　２名 

主幹　　大石　哲也　　主事　　深尾　芽生 

 

農業振興課　１名 

農地調整係　　主事　　蟹田　凌太郎 
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付議案件 

 

議事 

１）議案第３５号　農地法第３条の規定による所有権移転許可について 

２）議案第３６号　農地法第４条第１項の規定による転用許可申請に対し意見決定 
について 

３）議案第３７号　農地法第５条第１項の規定による所有権移転転用許可申請に対し 

意見決定について 

４）議案第３８号　事業計画変更の申請に対し意見決定について 

５）議案第３９号　砺波市農用地利用集積計画（第１２６次）の協議に対し意見決定 

について 

６）議案第４０号　砺波市農用地利用集積計画（第１２７次）の協議に対し意見決定 

について 

 

協議 

　１）協議事項１号　令和４年分砺波市農地賃借料情報について 

　２）協議事項２号　令和５年度砺波市農作業等標準料金について 

 

報告 

１）報告第１号　　　農地法第１８条第６項の規定による通知の報告について 

２）報告第２号　　　農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について 

３）報告第３号　　　農地法第３条第１項第 13号の規定による届出の報告について 

４）報告第４号　　　令和５年度砺波市農業委員会総会日程について 

５）報告第５号　　　農業経営改善計画の認定等について 

 

その他 
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（開会１４:００） 

 

事 務 局　　　定刻となりましたので、ただ今から「令和４年度・砺波市農業委員会 
３月総会」を開会いたします。それでは、会議に先立ちまして、平木会長

が開会の挨拶を申し上げます。 

 

会　　長　　　ご苦労様です。３月に入りまして、農作業もだんだんと始まってきたと

ころかと思います。暦の上では啓蟄が過ぎましたが、例年この頃からよく

風が吹きます。昨年も大きな雨風がありまして農業用ハウス等に被害が出

たとのことです。今年はそのようなことがないよう祈るばかりです。 

今回は年度末ということでたくさんの案件がございます。慎重に協議し

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

事 務 局　　　ありがとうございました。 

　　　　　　　ここで、ご報告いたします。本日は、在任委員２９名中２８名が出席さ

れています。よって「農業委員会等に関する法律第２７条第３項」の規定

により、本日の総会が成立していることをご報告いたします。 

　　　　　　　この後の進行につきましては、お手元の総会次第にしたがいまして進め

させていただきます。 
　　　　　　　なお、「会議規則第５条の規定」により、総会の議長は会長が務めるこ

とになっておりますので平木会長に議長をお願いしたいと存じます。 
　　　　　　　それでは、よろしくお願いいたします。 
 

議　　長　　　それでは、議事に入ります前に私から議事録署名委員を指名させていた

だいてもよろしいでしょうか。 

 

委　　員　　（異議なしの声あり） 
 
議　　長　　　それでは、議席番号１５番　土田　英雄　委員・議席番号１６番　江成　

周彦委員にお願いいたします。 
それでは議事に入ります。「議案第３５号　農地法第３条の規定による所

有権移転許可について」事務局より説明願います。 

 

事 務 局　　　議案書の１ページをお願いします。 
今月の案件は、２件でございます。 

 
（議案書全件朗読） 
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　　　　　　　番号１は、利用権設定により貸借していた農地を借り手である譲受人が取

得するものです。 

　　　　　　　番号２は、富山県農林水産公社が買受けした農地について農業委員のあっ

せん委員会を通した農地中間管理機構の事業の特例に関する事業により、取

得するものです。 

譲受人は、農地法第３条第２項各号に掲げられている「常時従事者」「効率

的な利用」「農業機械の所有状況」「下限面積要件」「地域との調和」のすべて

の許可条件を満たしております。 

以上でございます。ご審議をお願いいたします。 

 

議　　長　　　ただ今、事務局より説明のありました「議案第３５号」につきまして、

ご質問等がありましたら、挙手願います。 

 

委　　員　　（「はい」の声あり） 

 

議　　長　　　川邉委員、どうぞ。 

 

川邉洋委員　　　２番について、譲受人は地区の担い手の方で、現在も耕作している農地

を購入するため申請されたものです。申請農地は仲間田ですが、もう一方

の農地も譲受人が耕作しています。ご承認よろしくお願いします。 

 

委　　員　　（「はい」の声あり） 

 

議　　長　　　鴨井委員、どうぞ。 

 

鴨井委員　　　１番について、譲渡人は高齢の方で、お子さんも市外に居住し今後営農

する見込みがないことから今回売却を検討しました。農地は譲受人が現在

耕作しており、将来にわたって農地として利用されます。ご承認よろしく

お願いします。 

 

議 長　　　他にご質問等はございませんか。 

ご質問等がないようですので、採決を行います。 

ただ今の「議案第３５号」につきまして、賛成の方は挙手願います。 

 

（全員挙手） 

 

議　　長　　　全員挙手につき、本件は原案どおり可決いたします。 

続きまして、「議案第３６号　農地法第４条第１項の規定による転用許可
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申請に対し意見決定について」、事務局より説明願います。 

 

事 務 局　　　議案書の２ページをお願いします。 

今月の案件は、１件でございます。 

 

（議案書番号１朗読） 

　　　　　　　 

別添の「農地転用申請位置図」の１ページから５ページまでと併せて 

ご覧ください。 

　　　　　　申請地は、１０ha以上の一団の農地の区域内にあり、農地区分は「第１種」　　　　　

になります。農地転用の許可基準は、「既存施設の拡張」に該当します。納屋

が建設されている敷地の一部の地目が田であることが判明したため、是正を

図るものです。 

以上でございます。ご審議をお願いいたします。 

　 

議　　長　　　ただ今、事務局より説明のありました「議案第３６号」につきまして、

ご質問等がありましたら挙手願います。 

 

委　　員　　（「はい」の声あり） 

 

議　　長　　　鴨井委員、どうぞ。 

 

鴨井委員　　　昨年の総会で農振除外の協議をした案件で、今回農地転用の申請に至っ

たものです。敷地内で分家住宅を建築するため手続きを進めていたところ

敷地の一部が農地であることがわかり是正します。土地改良区・地元の営

農組合等の承諾があり、始末書の提出もされています。ご承認よろしくお

願いします。 

 

議 長　　　他にご質問等はございませんか。 

ご質問等がないようですので、採決を行います。 

ただ今の「議案第３６号」につきまして、賛成の方は挙手願います。 

 

（全員挙手） 

 

議　　長　　　全員挙手につき、本件は原案どおり可決いたします。 

　　　　　　　続きまして、「議案第３７号　農地法第５条第１項の規定による所有権

移転転用許可申請に対し意見決定について」、事務局より説明願います。 
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事 務 局　　　議案書の３ページから５ページをお願いします。 

　　　　　　　今月の案件は、６件でございます。 

 

（議案書番号１朗読） 

 

　　　　　　別添の位置図の６ページから９ページまでと併せてご覧ください。 

申請地は、都市計画法上の用途地域の区域内にあり、農地区分は「第３種」　　　　

になります。農地転用の許可基準は、「第３種農地の原則許可」に該当します。　　　　　　　

申請地は砺波市出町東部第三土地区画整理事業区域内にあり、一帯として分

譲住宅を整備する計画であるため、地目が田のものについて転用申請するも

のです。 

 

（議案書番号２朗読） 

 

　　　　　　　別添の位置図の１０ページから１４ページまでと併せてご覧ください。 

申請地は、都市計画法上の用途地域の区域内にあり、農地区分は「第３種」

になります。農地転用の許可基準は、「第３種農地の原則許可」に該当します。

申請地は公共インフラが整備されており、住環境が充実しています。市街地

において分譲住宅が不足していることから、生活及び交通の利便性が高い申

請地において計画を立てたものです。 

 

（議案書番号３朗読） 

 

別添の位置図の１５ページから１９ページまでと併せてご覧ください。 

申請地は、一部が１０ha 以上の一団の農地の区域内、一部が公共施設整備

済区域内にあり、農地区分は「第１種」及び「第３種」になります。農地転

用の許可基準は、第１種農地については「隣接する土地との一体利用、第３

種農地については「第３種農地の原則許可」に該当します。申請地は商業店

舗・医療施設が集中した用途地域に隣接し、市街地近郊において、公共イン

フラが整備されています。市街地において、注文住宅用地が不足しているこ

とから、生活及び交通の利便性が高い申請地において、分譲住宅の計画を立

てたものです。 

 

（議案書番号４朗読） 

 

別添の位置図の２０ページから２４ページまでと併せてご覧ください。 

申請地は、市街化傾向区域内にあり、農地区分は「第２種」になります。

農地転用の許可基準は、「代替可能性勘案の必要なし」に該当します。申請地
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周辺は宅地化が進んでおり、公共インフラが整備されています。市街地近郊

において、注文住宅用地が不足していることから、生活及び交通の利便性が

高い申請地において分譲住宅の計画を立てたものです。 

 

（議案書番号５朗読） 

 

別添の位置図の２５ページから２９ページまでと併せてご覧ください。 

申請地は、一部が１０ha 以上の一団の農地の区域内、一部が公共施設整備

済区域内にあり、農地区分は「第１種」及び「第３種」になります。農地転

用の許可基準は、第１種農地については「隣接する土地との一体利用、第３

種農地については「第３種農地の原則許可」に該当します。砺波市がスマー

トインター柳瀬工業団地の第２団地として計画しています。 

 

　　　　　　（議案書番号６朗読） 

 

別添の位置図の３０ページから３４ページまでと併せてご覧ください。 

申請地は、１０ha 以上の一団の農地の区域内にあり、農地区分は「第１種」

になります。農地転用の許可基準は、「既存施設の拡張」に該当します。譲受

人は、日本最大の黄銅製品メーカーです。申請地は自社工場に隣接しており、

業務拡大に伴い新たに工場を拡張するものです。既存の工場敷地において、

新設工場の増築余地がないことから、申請地により計画を進めています。 

以上でございます。ご審議をお願いいたします。 

 

議　　長　　　ただ今、事務局より説明のありました「議案第３７号」につきまして、ご

質問等がありましたら挙手願います。 

 

委　　員　　（「はい」の声あり） 

 

議　　長　　　堀田委員、どうぞ。 

 

委　　員　　（「はい」の声あり） 

 

議　　長　　　源通委員、どうぞ。 

 

源通委員　　　１番については、現在区画整理事業が進んでいる地区です。農地と宅地

が細かく入り交じっており、今後区画整理により一帯をまとめて宅地とし

て整備していきます。 

２番については、申請地を２区画の宅地とする計画です。周辺が全て住
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宅地となっていますので農地として利用することは困難と思われます。ご

承認よろしくお願いします。 

 

委　　員　　（「はい」の声あり） 

 

議　　長　　　飛田委員、どうぞ。 

 

飛田委員　　　３番について、将来的に北側の土地についても住宅地として開発される

ことを想定して、住宅同士が近接しすぎないよう公園や調水池、道路を設

けて配慮しています。非常に交通の便がよく、商業施設が近いなど住環境

が充実したところとなりますので、ご承認よろしくお願いします。 

 

委　　員　　（「はい」の声あり） 

 

議　　長　　　西原委員、どうぞ。 

 

西原委員　　　４番について、周辺では２年前から住宅地分譲等の開発行為が進んでお

り、今回はすでに分譲された区画に隣接する農地について転用の申請がさ

れたものです。ご承認よろしくお願いします。 

 

委　　員　　（「はい」の声あり） 

 

議　　長　　　山本委員、どうぞ。 

 

山本憲委員　　　５番について、工業団地の第１期工事は進出企業も決定し順調に進んで

おりまして、今回は隣接する土地の第２期工事分の申請となります。ご承

認よろしくお願いします。 

 

議　　長　　　６番については、譲受人が工場を拡張するものです。拡張にあたって工

事範囲内となる市道の払い下げが予定されています。道路がなくなること

による代替道路の設置を要望し、了解されたところです。ご審議よろしく

お願いします。 

他にご質問等はございませんか。 

ご質問等がないようですので、採決を行います。 

ただ今の「議案第３７号」につきまして、賛成の方は挙手願います。 

 

（全員挙手） 
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議　　長　　　全員挙手につき、本件は原案どおり可決いたします。 

　　　　　　　続きまして、「議案第３８号　事業計画変更の申請に対し意見決定につい

て」、事務局より説明願います。 

 

事 務 局　　　議案書６ページと７ページの案件は、議案第３７号番号１に関連する案件

のため、あわせてご説明いたします。 

　　　　　　　いずれも過去に農地転用許可を受けたものの、計画の遂行には至りません

でした。このたび、土地の譲渡に伴い所有権が移転することから、事業計画

の変更を行うものです。 

続いて、議案書８ページをお願いします。 

　　　　　　　こちらの案件は、議案第３７号番号２でご説明したとおりです。このたび

土地の譲渡に伴い所有権が移転することから、事業計画の変更を行うもので

す。 

　　　　　　　以上でございます。ご審議をお願いいたします。 

 
議 長　　　ただ今、事務局より説明のありました「議案第３８号」について、補足

説明やご質問等がありましたら、挙手願います。 

 

委　　員　　（「はい」の声あり） 

 

議　　長　　　野原委員、どうぞ。 

 

野原委員　　　参考にお伺いしたいのですが、現在までに転用許可を受けたものの遂行

に至らなかった案件はどれほどあるのでしょうか。 

 

事 務 局　　　昨年中にここ数年で事業完了の届出が提出されていないものの現地確

認を行っております。転用工事が完了して届出のみされていないものも含

みますが、全地区あわせて１００件程度ありました。 

 

議　　長　　　他にご質問等はございませんか。 

ご質問等がないようですので、採決を行います。 

ただ今の「議案第３８号」につきまして、賛成の方は挙手願います。 

 

（全員挙手） 

 

議　　長　　　全員挙手につき、本件は原案どおり可決いたします。 

続きまして、「議案第３９号　砺波市農用地利用集積計画・第１２６次の

協議に対し意見決定について」、事務局より説明願います。 
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事 務 局　　　議案書の９ページから３９ページをお願いします。 

　　　　　　　今年度２回目の農地中間管理事業に対する農地の貸付者につきましては、

１月末に締切ったところであり、324 件、994 筆、約 196.7ha の申し込みがあ

りました。集積・配分の集計、耕作者を含めた利用権設定の一覧は、別添に

資料を用意しておりますので、後ほどご覧ください。 

　　　　　　　以上でございます。ご審議をお願いいたします。 

 

議　　長　　　ただ今、事務局より説明のありました「議案第３９号」について、補足

説明やご質問等がありましたら挙手願います。 

 

委　　員　　（なし） 

 

議 長　　　ご質問等はございませんか。 

ご質問等がないようですので、採決を行います。 

ただ今の「議案第３９号」につきまして、賛成の方は挙手願います。 

 

（全員挙手） 

 

議　　長　　　全員挙手につき、本件は原案どおり可決いたします。 

続きまして「議案第４０号　砺波市農用地利用集積計画・第１２７次の協

議に対し意見決定について」、事務局より説明願います。 
 

事 務 局　　　議案書の４０ページから７６ページをお願いします。 

　こちらは、貸し手と借り手が直接契約する“相対”の利用権設定になりま

す。本市では、年３回この申し出を受付ることになっており、今回の内容は、

１月末締切分となり、３月末に公告を予定しています。 

以上でございます。ご審議をお願いいたします。 

 

議　　長　　　ただ今、事務局より説明のありました「議案第４０号」につきまして、ご

質問等がありましたら、挙手願います。 

 

委　　員　　（なし） 

 

議　　長　　　ご質問等は、ございませんか。 

ご質問等がないようですので、採決を行います。 

ただ今の「議案第４０号」につきまして、賛成の方は、挙手願います。 
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（全員挙手） 

 

議　　長　　　全員挙手につき、本件は原案どおり可決いたします。 

続きまして、協議事項１号令和４年分砺波市農地賃借料情報について、事

務局より説明願います。 

 

事 務 局　　　議案書の７７ページをご覧ください。 

昨年１年間に設定された、利用権設定の賃借料の金額を地区別に集計した

ものが、７７ページのとおりとなりました。なお、この内容は、４月に発行

する「農家相談のしおり」に掲載するものでございます。 

　　　　　　　以上でございます。ご審議をお願いいたします。 

 

議　　長　　　ただ今、事務局より説明のありました「協議事項１号」について、補足説

明やご質問等がありましたら、挙手願います。 

 

委　　員　　（「はい」の声あり） 

 

議　　長　　　吉田委員、どうぞ。 

 

吉田委員　　　最低額が前年より上がっている区分がありますが、実態として賃借料を

上げたところがあったのでしょうか 

 

事 務 局　　　あくまでも令和４年１月から１２月に利用権の新規設定・更新があった賃

借料の集計となりますので、前回集計したものと対象が異なります。今回設定

された対象者の最低賃借料が偶然前年の額よりも高くなったものです。ただ、

全体の傾向としては、賃借料が下がってきているような印象は受けています。 

 

樋掛委員　　　参考にするため重要なのは平均額ですので、煩雑にならないよう最高額・

最低額はなくてもよいのではないでしょうか。 

 

吉田委員　　　農地によって条件のよい場所、悪い場所様々ありますので、最高額と最低

額を示すことは必要だと思われます。 

 

議　　長　　　他にご質問等はございませんか。 

　　　　　　　ご質問等がないようですので、採決を行います。 

ただ今の「協議事項１号」につきまして、賛成の方は、挙手願います。 

 

（全員挙手） 



12 

 

議　　長　　　全員挙手につき、本件は原案どおり可決いたします。 

続きまして、協議事項２号令和５年度砺波市農作業標準料金について、事

務局より説明願います。 

 

事 務 局　　　議案書の７８ページをご覧ください。 

この標準料金については、県農業会議等の資料を基づき算出し、２月２２日

に「砺波市農作業等標準料金検討会議」においてご検討いただき、会議の意

見などを踏まえお示しています。なお、適用期間は令和５年度から７年度の

３ヶ年といたします。また、この内容は４月に発行する「農家相談のしおり」

に掲載するものでございます。 

　　　　　　　以上でございます。ご審議をお願いいたします。 

 

議　　長　　　ただ今、事務局より説明のありました「協議事項２号」について、補足説

明やご質問等がありましたら、挙手願います。 

 

委　　員　　（「はい」の声あり） 

 

議　　長　　　松原委員、どうぞ。 

 

松原委員　　　資材費や燃料費の高騰で全体的に金額が上がっていますが、逆に下がっ

ているものの原因は何でしょうか。 

 

事 務 局　　　検討会議のなかで、１円単位まで細分化しない方がよいという意見があ

り対応したものです。１円単位を切り捨てる前の金額は前年と同様となっ

ています。 

 

松原委員　　　燃料代の高騰等は反映されていないということでしょうか。 

 

事 務 局　　　参考とできる元の資料がないものについては正確なデータを出すこと

ができないので、前年からの据え置きとなっています。 

 

土田委員　　　他の項目の金額が上がっているのにここだけ下がるというのは説明が

つきにくいので、元となる金額が同じなのであれば据え置くか、１円単位

を切り捨てるのではなく切り上げるべきではないでしょうか。 

 

事 務 局　　　そのように変更します。 
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川邉孝委員　　　国の方針で転作面積が増えるなか、転作作物用の作業機械を持たない耕

作者からの作業委託が多くあります。作業料金を決める際に目安となるも

のがないと難しい面もありますので、元となるデータがないということか

もしれませんが、今後なんとか現場に沿った参考値を出せるよう検討いた

だきたいです。 

 

議　　長　　　他にご質問等はございませんか。 

　　　　　　　ご質問等がないようですので、採決を行います。 

ただ今の「協議事項２号」につきまして、賛成の方は、挙手願います。 

 

（全員挙手） 

 

議　　長　　　全員挙手につき、本件は原案どおり可決いたします。 

続きまして、報告事項に入ります。報告第１号から第５号について、事務

局より説明願います。 

 

事 務 局　　　（報告第１号・第２号説明・報告第３号） 

 

議　　長　　　ただ今、報告を受けた報告内容について、ご意見・ご質問等は、ありませ

んか。 

 

　　　　　　　（なしの声あり） 

 

議　　長　　　ご質問等がないようですので、報告事項につきましては、以上とさせて

いただきます。 

これで、総会に付議されたすべての案件の審議を終了しました。 

これにて閉会いたします。 

 

 

（閉会１５：４０） 

 

 

 

 

 

 

 


